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令和２年 第２回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和２年２月２６日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和２年第２回栗原市

農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第  ３  事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 報告第 ４号 農用地利用集積計画取下げ願いについて 

日程第 ８ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可取消願について 

日程第 ９ 議案第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第１１ 議案第 ４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１２ 議案第 ５号 農用地利用集積計画について 

日程第１３ 議案第 ６号 農用地利用配分計画について 

日程第１４ 議案第 ７号 非農地証明願について 

 

１ 出席委員 （２０名） 

１番 三 浦  正 勝 委員、  ２番 大 黒  昭 夫 委員、 

３番 阿 部  一 信 委員、  ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、  ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

７番 狩 野  善 典 委員、  ８番 大 場  裕 之 委員、 

９番 曽 根  金 雄 委員、 １０番 千 葉  優 子 委員、 

１１番 鈴 木  春 江 委員、 １２番 尾 形  陽一郎 委員、  

１５番 佐々木  吉 司 委員、 １７番 岩 渕    弘 委員、 

１９番 佐 藤    勝 委員、 ２０番 狩 野  和 義 委員、  

２１番 秋 山  憲 義 委員、 ２２番 米 山  嘉 彦 委員、 

２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者 

２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

２ 欠席委員 （４名） 

  １３番 及 川  正 一 委員、 １４番 多 田  仁 一 委員、 

１６番 菅 原  英 俊 委員、 １８番 佐々木    弘 委員、 
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３ 議事に参与した者 

   事務局長        小野寺  昭 仁 

   事務局長補佐      阿 部  泰 憲 

   農地農政係 主幹兼係長 藤    広 実    

農地農政係 主 査   千 葉  美 香 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

 

議長 

ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

只今から、令和２年 第２回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

ただいまの出席委員は、２０名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号１３番 及川 正一 委員、議席番号１４番 多田 仁一 委員、議席番号１

６番 菅原 英俊 委員、議席番号１８番 佐々木 弘 委員から、所要のため欠席する

旨の通告があります。 

  

議長 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

なお、議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

 

議長 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、議席番号２１番 秋山 憲義 委員、 

議席番号２２番 米山 嘉彦 委員の両名を指名いたします。 
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議長 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

―［異議なし］― 

 

議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

 

議長 

日程第３、事務報告を行います。 

事務局から報告いたします。 

 

事務局長補佐 

議案資料に基づき、令和２年１月３１日から令和２年２月２６日までに実施した事務

事業等の報告並びに令和２年２月２７日から令和２年４月６日までに予定している事務

事業等について説明。 

 

議長 

これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告します。 

 第１区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、高清水地区の牧場１筆 ４０，１５２㎡のうち３．６２６７㎡、

現在、牧場内にある農業用施設に浄化槽が設置されていないことから、新たに浄化槽を設

置する旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る２月２０日、議席番号２２番 米山 嘉彦 委員、農地利用最適化推進委員

の 氏家 優一 委員及び 小原 公康 委員が現地確認調査を行っておりますので、そ



 4 

の結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

氏家 優一 推進委員 

 報告第１号 農地の現状変更届について、去る２月２０日に現地確認調査を実施してき

ました。 

 申請地は、登記地目、現況地目とも牧場で、牧場内にある農業用施設を兼ねている事務

所、浄化槽がないことから、新たに浄化槽を設置するものであり、周りに与える影響もな

いことを確認して参りましたので、報告いたします。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告しま

す。 

第１区の番号１番から２１番までの２１案件、第２区の番号２２番から４２番までの２

１案件、第３区の番号４３番から４７番までの５案件、併せて４７案件について、事務局

から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 １，３３５㎡、双方合意による農地法第３条

の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号２番は、築館地区の田１０筆 ７，２２３㎡、売買のためによる農地法第３条の賃

貸借権設定解約の１案件、 

番号３番は、築館地区の田１５筆 ８，０９７㎡、 

番号４番は、築館地区の畑１筆 ６３５㎡、いずれも、双方合意による農地法第３条の

賃貸借権設定解約の２案件、 

番号５番は、築館地区の田４筆 ６，３１７㎡、新たに賃貸借権設定を行うためによる

農地法第３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号６番は、築館地区の田１筆 ８６０㎡、 

番号７番は、築館地区の畑２筆 ４，８０４㎡、いずれも、双方合意による農地法第３

条の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号８番は、築館地区の田２筆 ６，３８３㎡、売買のためによる基盤法の賃貸借権設

定解約の１案件、 

番号９番は、築館地区の田８筆 ４，６２５㎡、 
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番号１０番は、築館地区の田４筆 ２，１５６㎡、 

番号１１番は、築館地区の田１１筆 １１，６５１㎡、 

番号１２番は、築館地区の田３筆 １，８２６㎡、 

番号１３番は、築館地区の田３筆 ４，２１５㎡、 

番号１４番は、築館地区の田７筆 ５，９７５㎡、 

番号１５番は、築館地区の田５筆 ４，９５７㎡、 

番号１６番は、築館地区の田１筆 ２，８８７㎡、いずれも、双方合意による基盤法の

賃貸借権設定解約の８案件、 

番号１７番及び１８番は関連で、築館地区の田２筆 １０，４０６㎡、双方合意による

農地中間管理事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１９番は、一迫地区の田６筆 ４，７６０㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権設

定解約の１案件、 

番号２０番は、瀬峰地区の田１０筆 １４，２９０㎡、双方合意による農地法第３条の

賃貸借権設定解約の１案件、 

番号２１番は、瀬峰地区の田４筆 ４，４３４㎡、売買のためによる基盤法の賃貸借権

設定解約の１案件、 

第２区の番号２２番は、若柳地区の田２筆 ４，７１８㎡、売買のためによる農地法第

３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号２３番は、若柳地区の田１筆 ２６９㎡、畑２筆 ６３３㎡、合計 ９０２㎡、 

番号２４番は、若柳地区の畑１筆 ７８２㎡、 

番号２５番は、若柳地区の畑１筆 ５３９㎡、いずれも、双方合意による農地法第３条

の賃貸借権設定解約の３案件、 

番号２６番は、若柳地区の田１筆 ９１５㎡、売買のためによる農地法第３条の賃貸借

権設定解約の１案件、 

番号２７番は、若柳地区の田３筆 ３，０７１㎡、双方合意による農地法第３条の賃貸

借権設定解約の１案件、 

番号２８番は、若柳地区の田１筆 １，１５３㎡、売買のためによる基盤法の賃貸借権

設定解約の１案件、 

番号２９番は、若柳地区及び志波姫地区の田１６筆 １０，９９５㎡、双方合意による

基盤法の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号３０番は、若柳地区の田２筆 ２，０２８㎡、売買のためによる基盤法の賃貸借権

設定解約の１案件、 

番号３１番は、金成地区の田３筆 １５２．７５㎡、売買のためによる農地法第３条の

賃貸借権設定解約の１案件、 

番号３２番は、金成地区の田２筆 １，９３４㎡、 

番号３３番は、金成地区の田１筆 ８，０２６㎡、 

番号３４番は、金成地区の田１筆 ４，０２２㎡、 
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番号３５番は、金成地区の田１筆 １，８００㎡、 

番号３６番は、金成地区の田１筆 ５，６００㎡、いずれも、売買のためによる基盤法

の賃貸借権設定解約の５案件、 

番号３７番及び３８番は関連で、金成地区の田４筆 ２，８１０㎡、売買のためによる

農地利用集積円滑化事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号３９番は、志波姫地区の田２筆 １，８４４㎡、 

番号４０番は、志波姫地区の田１筆 １，０７１㎡、いずれも、売買のためによる農地

法第３条の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号４１番及び４２番は関連で、志波姫地区の畑１筆 ２，７２１㎡、売買のためによ

る農地中間管理事業の賃貸借権設定解約の２案件、 

第３区の番号４３番は、栗駒地区の田２筆 ４，０１３㎡、双方合意による農地法第３

条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号４４番は、栗駒地区の田６筆 ７，７６２㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権設

定解約の１案件、 

番号４５番は、栗駒地区の田１筆 ２，７７５㎡、贈与のためによる基盤法の賃貸借権

設定解約の１案件、 

番号４６番は、鶯沢地区の田３筆 ３，０９９㎡、双方合意による農地法第３条の賃貸

借権設定解約の１案件、 

番号４７番は、花山地区の畑３筆 ８，７９９㎡、双方合意による農地法第３条の賃貸

借権設定解約の１案件、 

以上、４７案件を説明報告。 

 

議長 

これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、報

告を終わります。 

 

 

議長 

日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告します。 

第１区の番号１番及び２番の２案件、第３区の番号３番及び４番の２案件、併せて４案

件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第 1区の番号 1番及び２番は関連で、築館地区の田３筆 ２，６６２㎡、双方合意によ

る農地中間管理事業の使用貸借権設定解約の２案件、 

第３区の番号３番は、栗駒地区の田２筆 ４，１８７㎡、新たに賃貸借権設定を行うた

めによる農地法第３条の使用貸借権設定解約の１案件、 
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番号４番は、栗駒地区の田１筆 １２５㎡、売買のためによる農地法第３条の使用貸借

権設定解約の１案件、 

以上、４案件を説明報告。  

 

議長 

これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

 

議長（会長） 

日程第７、報告第４号 農用地利用集積計画取り下げ願について、を報告します。 

第２区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号１番は、栗駒及び金成地区の田３筆 ３，７９１㎡、令和元年１月２９日

に開催した平成２年第１回総会で原案が可となった案件であるが、その後、貸出人が公告

前に死亡したため、取り下げ願いが提出された旨の１案件を説明報告。 

 

議長（会長） 

これで、日程第７、報告第４号 農用地利用集積計画取下げ願について、報告を終わり

ます。 

 

 

議長 

 日程第８、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について、を議題といた

します。 

 第２区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、若柳地区の田８筆 ５，９４９㎡、畑３筆 ４１３．９３㎡、合

計 ６，３６２．９３㎡、平成２８年１０月２６日付けで所有権移転贈与の許可決定とな

った案件であるが、登記手続き前に売却する必要が出たことから、今回、許可の取消しを

求める旨の１案件、 

番号２番は、志波姫地区の田１３筆 １８，４５８㎡、令和元年８月２８日付けで所有

権移転贈与の許可決定となった案件であるが、贈与税及び不動産取得税が発生することが

わかったことから、今回、許可の取消しを求める旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、番号１番及

び２番の２案件は、原案のとおり、取り消すことにご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第８、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、番

号１番及び２番の２案件は、原案のとおり、取り消すことに決しました。 

 

 

議長 

日程第９、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

初めに、第１区の番号１番から１６番までの１６案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田２筆 ６，３８３㎡、相手方の要望による所有権

移転売買の１案件、 

番号２番は、築館地区の田１筆 １，８１７㎡、耕作利便を図るためによる所有権移

転贈与の１案件、 

番号３番は、築館地区の田１１筆 １１，４５６㎡、畑３筆 １，６２６㎡、合計 

１３，０８２㎡、 

番号４番は、築館地区の田２筆 １７，３４８㎡、畑１筆 １，４９６㎡、合計 １

８，８４４㎡、 

番号５番は、築館地区の田１０筆 ８，６５６㎡、畑１筆 ４，３９５㎡、合計 １

３，０５１㎡、いずれも、親子間の経営継承による所有権移転贈与の３案件、 

番号６番は、築館地区の田２筆 ６，０５３㎡、 
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番号７番は、築館地区の田２筆 ４，５５９㎡、いずれも、経営規模拡大による賃貸借

権設定の２案件、 

番号８番は、築館地区の田１筆 ２，５０９㎡、相手方の要望による賃貸借権設定の１

案件、 

番号９番は、築館地区の田１０筆 ２２，０１６㎡、経営規模拡大による賃貸借権設定

の１案件、 

番号１０番は、高清水地区の田３筆 ３，４９７㎡、相手方の要望による所有権移転売

買の１案件、 

番号１１番は、高清水地区の田１筆 ４，６１１㎡、農業後継者への経営継承による所

有権移転贈与の１案件、 

番号１２番は、一迫地区の田１筆 ３，１８５㎡、 

番号１３番は、一迫地区の田５筆 ５，７１９．６１㎡、畑１筆 １，６９０㎡、合計 

７，４０９．６１㎡、 

番号１４番は、一迫地区の田５筆 ７，７９６㎡、いずれも、相手方の要望による所有

権移転売買の３案件、 

番号１５番は、一迫地区の田１１筆 １１，２２５㎡、畑１筆 ６０３㎡、合計 １

１，８２８㎡、経営を引き継ぐためによる使用貸借権設定の１案件、 

番号１６番は、瀬峰地区の田２３筆 ２５，５４３㎡、畑３筆 １，５５７㎡、合計 

２７，１００㎡、経営を引き継ぐためによる使用貸借権設定の１案件、 

以上、１６案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号２２番 米山 嘉彦 委員から報告願います。 

 

２２番 米山 嘉彦 委員 

議案第１号について、去る２月２０日に書類審査及び現地確認を実施しました。 

農地法第３条の案件については、農業経営の継承による贈与や耕作不便のための売買、

賃貸借等であり、許可にあたっては、特に問題はないものと判断して参りました。 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 
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議長 

質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号１７番から２７番までの１１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１７番は、若柳地区の田１筆 ２，４２６㎡、 

番号１８番は、若柳地区の田１筆 ４６１㎡、いずれも、相手方の要望による所有権移

転売買の２案件、 

番号１９番は、若柳地区の畑１筆 ２９９㎡、経営の合理化による所有権移転売買の１

案件、 

番号２０番は、若柳地区の田１筆 １０㎡、耕作の利便による所有権移転贈与の１案件、 

番号２１番は、若柳地区の田４８筆 ３７，７８９㎡、畑１筆 ２７３㎡、合計 ３８，

０６２㎡、親子間の経営継承による所有権移転贈与の１案件、 

番号２２番は、若柳地区の田１筆 １，９６４㎡、相手方の要望による所有権移転贈与

の１案件、 

番号２３番は、若柳地区の田１筆 ３，００２㎡、 

番号２４番は、若柳地区の田４筆 ３，９９７㎡、 

番号２５番は、若柳地区の田３筆 ６，１６５㎡、 

番号２６番は、若柳地区の田９筆 ６，６２２㎡、いずれも、相手方の要望による賃貸

借権設定の４案件、 

番号２７番は、志波姫地区の田１１筆 ２４，１６５㎡、畑３筆 ２，４４３㎡、合計 

２６，６０８㎡、親子間の経営継承による所有権移転贈与の１案件、 

以上、１１案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長 

次に、去る２月２１日、議席番号１４番 多田 仁一 委員、農地利用最適化推進委員

の 佐々木 剛 委員及び 氏家 勝子 委員が現地確認調査を行っておりますので、そ

の結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 剛 推進委員から報告願います。 

 

 

佐々木 剛 推進委員 

議案第１号 農地法第３条許可申請について、去る２月２１日に書類審査を行いまし

たので、報告します。 

只今、事務局から説明があった案件は、耕作不便や労力不足による集積、あるいは、農

業後継者への経営移譲となっており、書類審査上では特に問題はないものと判断しました
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ので、ご審議の程、よろしくお願いします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号２８番から３８番までの１１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号２８番は、栗駒地区の田３筆 ６，２４５㎡、 

番号２９番は、栗駒地区の畑１筆 ３９５㎡、いずれも、相手方の要望による所有権移

転売買の２案件、 

番号３０番は、栗駒地区の田９筆 ３０，７２３㎡、畑２筆 ７８５㎡、合計 ３１，

５０８㎡、孫への経営継承による所有権移転贈与の１案件、 

番号３１番は、栗駒地区の田６筆 ２，７５４㎡、経営規模拡大による所有権移転贈与

の１案件、 

番号３２番は、栗駒地区の田１筆 ２，５０５㎡、 

番号３３番は、栗駒地区の田１筆 ２，７０９㎡、 

番号３４番は、栗駒地区の田４筆 ５，８５４㎡、 

番号３５番は、栗駒地区の田１筆 ２，７７５㎡、いずれも、耕作利便のためによる所

有権移転贈与の４案件、 

番号３６番は、鶯沢地区の田７筆 １，０３８㎡、 

番号３７番は、鶯沢地区の田８筆 １，４１６㎡、いずれも、経営の合理化による所有

権移転贈与の２案件、 

番号３８番は、花山地区の田３筆 ２，７０３㎡、経営規模拡大による所有権移転売買

の１案件、 

以上、１１案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長 

次に、去る２月２１日、議席番号１７番 岩渕 弘 委員、農地利用最適化推進委員の 

狩野 正行 委員及び 佐藤 憲一 委員が現地確認調査を行っておりますので、その結



 12 

果の報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号１７番 岩渕 弘 委員から報告願います。 

 

１７番 岩渕 弘 委員 

去る２月２１日に栗駒総合支所で、農地法第３条許可について、机上審査を行いまし

た。 

只今事務局から説明があったとおり、所有権移転売買や家族間の所有権移転贈与、さ

らには、耕作不便や経営の合理化による贈与となっており、３条許可の売買案件３件及

び贈与案件８件については、特に問題はないものと協議してまいりましたので、報告し

ます。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番から

３８番までの３８案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第９、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

１番から３８番までの３８案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしました。  

 

 

議長 

日程第１０、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

第２区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第２区の番号１番は、令和元年７月３１日付けで農業振興地域の農用地区域から除外と

なった案件で、金成地区の畑１筆 ５８５㎡を住宅用地として転用し、駐車場が不足して

いることから、宅地に隣接した申請地に駐車場及び庭を造成するものであり、農地区分は

農地の広がりがある第１種農地に該当するが、拡張に係る部分の敷地面積が２分の１を越

えないことから、不許可の例外規定で取り扱う旨、また、本案件は、既に一部を駐車場と

して利用していることから、始末書の提出をいただいている１案件が、許可要件を満たし

ていることを説明。 

 

議長 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

去る２月２１日に現地確認を行ってまいりました。 

申請地は、申請人の宅地及び侵入口に隣接し、面積の半分には、庭石が置かれ庭園化さ

れており、残り半分は、敷き砂利が施されておりました。この案件は、もう既に、転用が

なされていると解釈されますことから、今回は、始末書の提出をいただいた上での申請で

あり、きちんとした手続きに基づき申請された内容となっておりますので、許可にあたっ

ては、特に問題はないものと判断しました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号１番の１

案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番

号１番の１案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して、宮城県知事に送付いたします。 

 

 

議長 

日程第１１、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題としま

す。 

初めに、第１区の番号１番から４番までの４案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 ４８８㎡を所有権移転売買により譲り受け、

住宅用地として転用し、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものであり、農地区分

は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、集落に接続して設置されることから、

不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号２番及び３番は同一事業案件で、 

番号２番は、高清水地区の田１筆 １，０５６㎡、畑１筆 １９６㎡、合計 １，２５

２㎡、 

番号３番は、高清水地区の田２筆 ３，０３１㎡、いずれも、所有権移転売買により譲

り受け、業務用地として転用し、自社の社員用及び来客用駐車場として造成するものであ

り、農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、拡張に係る部分の敷地面

積が２分の１を越えないことから、不許可の例外規定で取り扱う旨、なお、番号３番につ

いては、令和元年７月３１日付けで農業振興地域の農用地区域から除外となった案件であ

り、また番号２番と３番の合計面積が３，０００㎡を越えることから、県の常設審議会で

意見を聴取する旨の２案件、 

番号４番は、瀬峰地区の田２筆 ２８５㎡を所有権移転売買により譲り受け、住宅用地

として転用し、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものであり、農地区分は、概ね３

００ｍ以内に公共的施設であるＪＲ瀬峰駅が存する、第３種農地である旨の１案件、 

以上、４案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、小原 公康 推進委員から報告願います。 
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小原 公康 推進委員 

議案４号 農地法第５条許可申請について、去る２月２０日に書類審査と現地確認を行

ってまいりました。 

番号１番について現地を確認しますと、住宅内にある畑で現在何も作付けされていない

休耕畑でありました。今回は、申請地に住宅及び駐車場を建築造成するものであり、許可

にあたっては、特に問題はないものと判断しました。 

番号２番及び３番については、高清水地内にある会社（工場）の現駐車場が、来客用及

び社員用として手狭であることから、申請地を転用し駐車場を造成するものであり、許可

にあたっては、特に問題はないものと判断しました。 

番号４番について現地を確認しますと、申請地の西側には、新しく住宅が建築されてお

り、また、市道を囲んだ集落内の畑で何も作付されていない状況であり、許可にあたって

は、特に問題はないものと判断しました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号５番から７までの３案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号５番は、若柳地区の田９筆 ８，６８３㎡を所有権移転売買により譲り受

け、学校用地として転用し、若柳地区幼保連携型認定子ども園の建設用地を造成するもの

であり、農地区分は、都市計画区域内の第１種居住用地に指定されていることから、第３

種農地に該当する案件であるが、面積が３，０００㎡を越えることから、県の常設審議会

で意見を聴取する旨の１案件、 

番号６番は、若柳地区の畑１筆 ９０４㎡の内４１４㎡を父から使用貸借権設定により

借り受け、住宅用地として転用し、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものであり、

農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当するが、集落に接続して設置されるこ

とから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号７番は、志波姫地区の畑２筆 ５３㎡を隣接する宅地と一緒に所有権移転売買によ
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り譲り受け、住宅用地として転用し、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものであり

農地区分は、概ね５００ｍ以内に公共施設があり、隣接する市道に水管、下水管が埋設さ

れていることから、第３種農地に該当する旨の１案件、 

以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

農地法第５条申請について、去る２月２１日に現地確認してまいりました。 

番号５番の案件については、市の公共事業による転用で、面積も３，０００㎡を越える

ことから、県の常設審議会で審議されることとなりますので、特に問題はないものと判断

しました。 

番号６番については、現在、何も作付けされていない宅地に囲まれた畑でありました。

集落に接続した住宅の新築造成ということ、また、面積についても、新築後に分筆すると

いうことでありますので、許可にあたっては、特に問題ないものと判断してきました。 

番号７番については、集落に囲まれた既存の宅地と一緒に購入し、住宅の新築と駐車場

への進入路として一部利用するものであり、また、隣接地には学校もありますので、特に

問題はないものと判断しました。 

ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

議長 

はい、１番 三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 番号５番の案件について、既存の学校用地の隣接地を造成するということであるが、既

存の学校は、市の運営ではなく学校法人が運営していると伺っているが、今回は、市の公

共事業として造成することとなるのか、伺う。 

 

議長 

 はい、事務局説明。 
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事務局 

 今回の案件は、既存の若柳小学校・幼稚園の隣接地に、他地区同様に、保育所と幼稚園

が一緒となる若柳地区幼保連携型認定子ども園を栗原市が建設する計画であり、運営に当

たっては、市と学校法人が協力しながら運営していく施設になるものと思われます。 

 

議長 

 よろしいですか。他にありませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番から

７番までの７案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番

号１番から７番までの７案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 

議長 

ここで、午後 ２時３５分まで休憩とします。 

 （休憩 午後 ２時２０分から２時３５分まで） 

 

議長 

それでは、休憩をとき、会議を再開します。（午後 ２時３５分） 

日程第１２、議案第５号、農用地利用集積計画について、を議題とします。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案 

件がありますので、先に審議を行います。 

初めに、第１区の番号７９番の１案件を審議します。 

議席番号２０番 狩野 和義 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 
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議長 

暫時休憩します。（午後 ２時３５分）（２０番 狩野 和義 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時３５分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号７９番は、一迫地区の田３筆 ７，４３８㎡、更新の賃貸借権設定である

旨の１案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号７９番の１案件は、原案

を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号７９番の１案

件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号２

０番 狩野 和義 委員の入場を許可します。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時３６分） 
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議長 

会議を再開します。（午後 ２時３７分） 

次に、第２区の番号１５２番の１案件、１５８番及び１５９番の２案件、併せて３案

件を審議します。 

議席番号３番 阿部 一信 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時３７分）（３番 阿部 一信 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時３７分） 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１５２番は、金成地区の田２２筆 １９，４８４㎡、所有権移転売買であ

る旨の１案件、 

番号１５８番は、金成地区の田３１筆 ３９，５２６㎡、新規及び更新の賃貸借権設定

の１案件、 

番号１５９番は、金成地区の田２筆 １，３９６㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１

案件、 

以上、３案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１５２番の１案件、番号

１５８番及び１５９番の２案件、併せて３案件は、原案を可とすることにご異議ございま

せんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 



 20 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１５２番の１

案件、番号１５８番及び１５９番の２案件、併せて３案件は、原案を可とすることに決し

ました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号３

番 阿部 一信 委員の入場を許可します。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時３９分） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時３９分） 

次に、第２区の番号１５３番及び１５４番の２案件を審議します。 

議席番号１９番 佐藤 勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４０分）（１９番 佐藤 勝 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４０分） 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１５３番は、金成地区の田２３筆 １８，２１９㎡、 

番号１５４番は、金成地区の田３筆 ２，２０４㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の２案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 
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議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１５３番及び１５４番の

２案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１５３番及び

１５４番の２案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

９番 佐藤 勝 委員の入場を許可します。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４１分） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４１分） 

次に、第３区の番号２０６番から２１１番までの６案件、番号２２８番から２３８番

までの１１案件、番号２４８番及び２６４番の２案件、併せて１９案件を審議します。 

議席番号１７番 岩渕 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４２分）（１７番 岩渕 弘 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４２分） 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２０６番は、栗駒地区の田１筆 ３７４㎡、 

番号２０７番は、栗駒地区の田６筆 ４，９９０㎡、 
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番号２０８番は、栗駒地区の田５筆 ６，０８９㎡、 

番号２０９番は、栗駒地区の田１４筆 １１，５８５㎡、 

番号２１０番は、栗駒地区の田１０筆 ８，１４５㎡、 

番号２１１番は、栗駒地区の田４筆 １，３５７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の６案件、 

番号２２８番は、栗駒地区の田４８筆 ３０，３４７㎡、 

番号２２９番は、栗駒地区の田１３筆 １０，４９４㎡、いずれも、新規及び更新の賃

貸借権設定である旨の２案件、 

番号２３０番は、栗駒地区の田９筆 ８，６５４㎡、 

番号２３１番は、栗駒地区の田５筆 １０，１２９㎡、 

番号２３２番は、栗駒地区の田１２筆 １５，７１９㎡、 

番号２３３番は、栗駒地区の田４筆 ４，０１９㎡、 

番号２３４番は、栗駒地区の田９筆 １４，５１４㎡、 

番号２３５番は、栗駒地区の田１筆 ５３９㎡、 

番号２３６番は、栗駒地区の田２筆 １，５１０㎡、 

番号２３７番は、栗駒及び鶯沢地区の田２筆 ４，２１４㎡、 

番号２３８番は、栗駒地区の田４筆 ３，４６８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の９案件、 

番号２４８番は、鶯沢地区の田３筆 ３，０９９㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１

案件、 

番号２６４番は、鶯沢地区の田２筆 ６，０７４㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１

案件、 

 以上、１９案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２０６番から２１１番ま

での６案件、番号２２８番から２３８番までの１１案件、番号２４８番及び２６４番の２

案件、併せて１９案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２０６番から

２１１番までの６案件、番号２２８番から２３８番までの１１案件、番号２４８番及び２

６４番の２案件、併せて１９案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

７番 岩渕 弘 委員の入場を許可します。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４６分） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４６分） 

次に、第３区の番号２７４番から２８２番までの９案件を審議します。 

議席番号７番 狩野 善典 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４７分）（７番 狩野 善典 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４７分） 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号２７４番は、花山地区の田１５筆 ５，０５０㎡、 

番号２７５番は、花山地区の田６筆 ３，７９８㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定の

２案件、 

番号２７６番は、花山地区の田５筆 ３，６３２㎡、 

番号２７７番は、花山地区の田７筆 ４，１７８㎡、 

番号２７８番は、花山地区の田３筆 ３，５０３㎡、 

番号２７９番は、花山地区の田１筆 １，２３９㎡、 

番号２８０番は、花山地区の田４筆 ２，４８２㎡、 

番号２８１番は、花山地区の田６筆 ３，５４３㎡、 
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番号２８２番は、花山地区の田３筆 ３，２８７㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の７案件、 

以上、９案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２７４番から２８２番ま

での９案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号２７４番から

２８２番までの９案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号７

番 狩野 善典 委員の入場を許可します。 

 

議長 

暫時休憩します。（午後 ２時４８分） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時４９分） 

次に、第１区の番号１番から７８番までの７８案件、番号８０番から１１８番までの

３９案件、併せて１１７案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１０筆 ７，２２３㎡、所有権移転売買である旨の

１案件、 

番号２番は、築館地区の田８筆 ８，１５４㎡、 

番号３番は、築館地区の田３筆 ２，７８１㎡、 

番号４番は、築館地区の田１筆 ２，０６６㎡、 

番号５番は、築館地区の田９筆 １１，６２８㎡、畑５筆 ７，５３８㎡、合計 １９， 

１６６㎡、 

番号６番は、築館地区の田７筆 ９，４２８㎡、畑１筆 １，５３７㎡、合計 １０，９ 

６５㎡、 

番号７番は、築館地区の田８筆 ６，８７６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である

旨の６案件、 

番号８番は、築館地区の田１０筆 ２１，９６８㎡、畑３筆 ３，４６８㎡、合計 ２ 

５，４３６㎡、 

番号９番は、築館地区の田１筆 １，８５８㎡、 

番号１０番は、築館地区の田４筆 ６，７２７㎡、 

番号１１番は、築館地区の田３筆 ４，７６９㎡、 

番号１２番は、築館地区の田３筆 １，４６２㎡、 

番号１３番は、築館及び栗駒地区の田１１筆 ８，２３３㎡、 

番号１４番は、築館地区の田２筆 １，６５６㎡、 

番号１５番は、築館地区の田１筆 ２，７０１㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定であ

る旨の８案件、 

番号１６番は、築館地区の田５筆 ７，５１７㎡、新規の使用貸借権設定である旨の１

案件、 

番号１７番は、築館地区の田６筆 ２，５８１㎡、更新の使用貸借権設定である旨の１

案件、 

番号１８番は、築館地区の田１４筆 ２２，８２５㎡、農地中間管理事業による新規の

賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号１９番は、築館地区の田１筆 ４２５㎡、農地中間管理事業による新規の使用貸借

権設定である旨の１案件、 

番号２０番は、高清水地区の田１６筆 １７，７９１㎡、 

番号２１番は、高清水地区の田２筆 ８１９㎡、 

番号２２番は、高清水地区の田１筆 １４５㎡、 

番号２３番は、高清水地区の田２筆 １，１２６㎡、いずれも、所有権移転売買である 

旨の４案件、 

番号２４番は、高清水地区の田２筆 １０，０５４㎡、新規の賃貸借権設定である旨の 

１案件、 
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番号２５番は、高清水地区の田１筆 １，０００㎡、 

番号２６番は、高清水地区の田１筆 １，０７７㎡、 

番号２７番は、高清水地区の田２筆 ２，６３１㎡、 

番号２８番は、高清水地区の田５筆 １７，９９０㎡、 

番号２９番は、高清水地区の田３筆 １，９２３㎡、 

番号３０番は、高清水地区の田２筆 ５，６１１㎡、 

番号３１番は、高清水地区の田１筆 １，２０４㎡、 

番号３２番は、高清水地区の田１８筆 １３，８３８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の８案件、 

番号３３番は、一迫地区の田４筆 ７，０９３㎡、 

番号３４番は、一迫地区の田５筆 １１，２２９㎡、 

番号３５番は、一迫地区の田１筆 ２，０８６㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の３案件、 

番号３６番は、一迫地区の田１１筆 ５，７２８㎡、 

番号３７番は、一迫地区の田８筆 ８，９９８㎡、 

番号３８番は、一迫地区の田２筆 ４，５２３㎡、 

番号３９番は、一迫地区の田２筆 ５，５３１㎡、 

番号４０番は、一迫地区の田２筆 ５，１４２㎡、 

番号４１番は、一迫地区の田４筆 ３，２２１㎡、 

番号４２番は、一迫地区の田２筆 ２，３９０㎡、 

番号４３番は、一迫地区の田３筆 １０，２５０㎡、 

番号４４番は、一迫地区の畑２筆 ６７７㎡、 

番号４５番は、一迫地区の田１０筆 ９，６９０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の１０案件、 

番号４６番は、一迫地区の田４筆 ６，９８５㎡、 

番号４７番は、一迫地区の田２筆 ３，２３２㎡、 

番号４８番は、一迫地区の田２筆 １，８０２㎡、 

番号４９番は、一迫地区の田２筆 ４，５１３㎡、 

番号５０番は、一迫地区の田１筆 ２，６７０㎡、 

番号５１番は、一迫地区の田２８筆 ３２，０６１㎡、畑２筆 ４，０１７㎡、合計 ３

６，０７８㎡、 

番号５２番は、一迫地区の田７筆 １５，２８５㎡、 

番号５３番は、一迫地区の田１筆 ７，６３７㎡、 

番号５４番は、一迫地区の田２筆 ３，４０２㎡、 

番号５５番は、一迫地区の田３筆 ３，９７４㎡、 

番号５６番は、一迫地区の田４筆 ２，１４５㎡、 

番号５７番は、一迫地区の田２筆 ３，３００㎡、 
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番号５８番は、一迫地区の田４筆 ４，３９４㎡、 

番号５９番は、一迫地区の田３筆 ２，９１０㎡、 

番号６０番は、一迫地区の田４筆 ３，１２５㎡、 

番号６１番は、一迫地区の田１４筆 １６，６０３．９５㎡、 

番号６２番は、一迫地区の田２筆 ３，９６０㎡、 

番号６３番は、一迫地区の田３筆 ３，５９０㎡、 

番号６４番は、一迫地区の田１５筆 １６，７０９㎡、 

番号６５番は、一迫地区の田５筆 ７，９９７㎡、 

番号６６番は、一迫地区の田１２筆 １０，３７８㎡、 

番号６７番は、一迫地区の田１筆 １，７３０㎡、 

番号６８番は、一迫地区の田２筆 ２，５２０㎡、 

番号６９番は、一迫地区の田５筆 ３，９５６㎡、 

番号７０番は、一迫地区の田７筆 ５，７４０㎡、 

番号７１番は、一迫地区の田８筆 １１，４０１㎡、 

番号７２番は、一迫地区の田６筆 ６，３４４㎡、 

番号７３番は、一迫地区の田４筆 ５，７９０㎡、 

番号７４番は、一迫地区の田２筆 １，３１８㎡、 

番号７５番は、一迫地区の田３筆 ３，２８０㎡、 

番号７６番は、一迫地区の田４筆 ３，７６９㎡、 

番号７７番は、一迫地区の田２筆 ３，５９３㎡、 

番号７８番は、一迫地区の田２筆 ２，５７１㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定であ

る旨の３３案件、 

番号８０番は、一迫地区の田８筆 １２，５７３㎡、農地中間管理事業による新規の使

用貸借権設定である旨の１案件、 

番号８１番は、瀬峰地区の田２筆 ２，７６９㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

番号８２番は、瀬峰地区の田１１筆 ６，７５８㎡、 

番号８３番は、瀬峰地区の田９筆 ７，１３８㎡、 

番号８４番は、瀬峰地区の田２筆 ２，０４８㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の３案件、 

番号８５番は、瀬峰地区の田１筆 ３，０５５㎡、 

番号８６番は、瀬峰地区の田２筆 ３，１２５㎡、 

番号８７番は、瀬峰地区の田３筆 ２，９３０㎡、 

番号８８番は、瀬峰地区の田１５筆 １２，４８６㎡、畑１筆 ６１６㎡、合計 １３，

１０２㎡、 

番号８９番は、瀬峰地区の田８筆 ５，１４８㎡、 

番号９０番は、瀬峰地区の田１６筆 １０，９９６㎡ 

番号９１番は、瀬峰地区の田２０筆 ２０，２３６㎡、 
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番号９２番は、瀬峰地区の田９筆 １１，７８６㎡、 

番号９３番は、瀬峰地区の田９筆 ３，６８６㎡ 

番号９４番は、瀬峰地区の田４筆 ３，３３６㎡、 

番号９５番は、瀬峰地区の田１１筆 ２３，６３５㎡、 

番号９６番は、瀬峰地区の田６筆 ９，４２７㎡ 

番号９７番は、瀬峰地区の田６筆 ６，７３３㎡、 

番号９８番は、瀬峰地区の田４筆 ９，５８４㎡、 

番号９９番は、瀬峰地区の田２筆 ４，３９４㎡ 

番号１００番は、瀬峰地区の田７筆 １１，５５１㎡、畑２筆 １，９３４㎡、合計 １

３，４８５㎡、 

番号１０１番は、瀬峰地区の田７筆 １８，５７１㎡、 

番号１０２番は、瀬峰地区の田１筆 ５，３５２㎡ 

番号１０３番は、瀬峰地区の田３筆 ２，９８５㎡、 

番号１０４番は、瀬峰地区の田１０筆 １０，２８２㎡、畑４筆 １，１３０㎡、合計 

１１，４１２㎡、 

番号１０５番は、瀬峰地区の田４筆 ２，７１７㎡、 

番号１０６番は、瀬峰地区の田１筆 ５，９７６㎡ 

番号１０７番は、瀬峰地区の田２筆 ３，７８５㎡、 

番号１０８番は、瀬峰地区の田１筆 ８，６７３㎡、畑３筆 １，７４３㎡、合計 １

０，４１６㎡、 

番号１０９番は、瀬峰地区の田９筆 ８，４７１㎡、 

番号１１０番は、瀬峰地区の田２筆 ５，０２６㎡ 

番号１１１番は、瀬峰地区の田１３筆 １４，７１７㎡、 

番号１１２番は、瀬峰地区の田３筆 ７，５７７㎡、畑１筆 ７，９２１㎡、合計 １

５，４９８㎡、 

番号１１３番は、瀬峰地区の田２６筆 ２３，１９６㎡、 

番号１１４番は、瀬峰地区の田２筆 １２，６４４㎡ 

番号１１５番は、瀬峰地区の田５筆 １３，２５１㎡、 

番号１１６番は、瀬峰地区の田２筆 ３，４４７㎡、畑１筆 ６４２㎡、合計 ４，０

８９㎡、 

番号１１７番は、瀬峰地区の田１筆 ３，２７７㎡、 

番号１１８番は、瀬峰地区の田１筆 ９９０㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定であ 

る旨の３４案件、 

以上、１１７案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
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質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号１１９番から１５１番までの３３案件、番号１５５番から１５７番

までの３案件、番号１６０番から１９９番までの４０案件、併せて７６案件を審議しま

す。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１１９番は、若柳地区の田２筆 ４，７１８㎡、 

番号１２０番は、若柳地区の田２筆 １，３８７㎡、 

番号１２１番は、若柳地区の田２筆 １，７３１㎡、 

番号１２２番は、若柳地区の田１筆 １，１５３㎡、 

番号１２３番は、若柳地区の田１筆 ９９６㎡、 

番号１２４番は、若柳地区の田２筆 ７，０９３㎡、 

番号１２５番は、若柳地区の田１筆 ２，０６１㎡、いずれも、所有権移転売買である

旨の７案件、 

番号１２６番は、若柳地区の田２筆 １，４８４㎡、 

番号１２７番は、若柳地区の田５筆 ５，１３９㎡、 

番号１２８番は、若柳地区の田３筆 ４，７４５㎡、 

番号１２９番は、若柳地区の田３筆 ９，９８３㎡、 

番号１３０番は、若柳地区の田４筆 １８，５００㎡、 

番号１３１番は、若柳地区の田２筆 ２，０５４㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の６案件、 

番号１３２番は、若柳地区の田２筆 １，７４０㎡、 

番号１３３番は、若柳地区の田１０筆 ９，３１４㎡、 

番号１３４番は、若柳地区の田１筆 １，０３６㎡、 

番号１３５番は、若柳地区の田２筆 ２，０４３㎡、 

番号１３６番は、若柳地区の田９筆 ７，７６３㎡、 

番号１３７番は、若柳地区の田１８筆 ６，６２５㎡、 

番号１３８番は、若柳地区の田１０筆 ７，４５４㎡、畑２筆 １，１２３㎡、合計 ８，

５７７㎡、 

番号１３９番は、若柳地区の田２筆 ２，０７１㎡、 

番号１４０番は、若柳地区の田４筆 ５，３１７㎡、 
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番号１４１番は、若柳地区の田２３筆 １６，０２４㎡、畑４筆 ３，６１４㎡、合計 

１９，６３８㎡、 

番号１４２番は、若柳地区の田１０筆 ５，７９７㎡、 

番号１４３番は、若柳地区の田１筆 ５６３㎡、 

番号１４４番は、若柳地区の田１２筆 １５，００５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の１３案件、 

番号１４５番は、若柳地区の田１７筆 １７，９０７㎡、農地中間管理事業による新規

の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号１４６番は、金成地区の田１筆 ２，２４３㎡、 

番号１４７番は、金成地区の田５筆 ３，０６４㎡、 

番号１４８番は、金成地区の田５筆 ４，２２８㎡、 

番号１４９番は、金成地区の田１筆 ５，６００㎡、畑２筆 ４１６㎡、合計 ６，０

１６㎡、 

番号１５０番は、金成地区の田３筆 １５２．７５㎡、 

番号１５１番は、金成地区の田３筆 ２９１㎡、いずれも、所有権移転売買である旨の

６案件、 

番号１５５番は、金成地区の田２２筆 １３，７０４㎡、 

番号１５６番は、金成地区の田７筆 ５，８２０㎡、 

番号１５７番は、金成地区の田９筆 ８，３３０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の３案件、 

番号１６０番は、金成地区の田２筆 ２４，４３８㎡、 

番号１６１番は、金成地区の田３筆 ４，８０５㎡、 

番号１６２番は、金成地区の田１筆 ２，１００㎡、 

番号１６３番は、金成地区の田１筆 ５，５００㎡、 

番号１６４番は、金成地区の田１筆 ５４５㎡、 

番号１６５番は、金成地区の田８筆 ７，９３２㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の６案件、 

番号１６６番は、金成地区の田１筆 ８７４㎡、新規の使用貸借権設定である旨の１案

件、 

番号１６７番は、金成地区の田１０筆 １８，６３７㎡、畑１筆 １，８２３㎡、合計 

２０，４６０㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号１６８番は、志波姫地区の田１筆 ３８６㎡、 

番号１６９番は、志波姫地区の田２筆 ２３７㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の２案件、 

番号１７０番は、志波姫地区の田１８筆 １５，６６８．３５㎡、 

番号１７１番は、志波姫地区の田１筆 ２，９１２㎡、 

番号１７２番は、志波姫地区の田４筆 ５，８０６㎡、 
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番号１７３番は、志波姫地区の田１筆 ５４７㎡、 

番号１７４番は、志波姫地区の田２筆 １，６３９㎡、 

番号１７５番は、志波姫地区の田１筆 １，９６２㎡、 

番号１７６番は、志波姫地区の田１筆 ２，９１０㎡、 

番号１７７番は、志波姫地区の田５筆 １１，４９１㎡、 

番号１７８番は、志波姫地区の田９筆 １４，５４９㎡、 

番号１７９番は、志波姫地区の田３筆 ４，８９４㎡、 

番号１８０番は、志波姫地区の田４筆 １１，７５８㎡、 

番号１８１番は、志波姫地区の田４筆 ５，５８１㎡、 

番号１８２番は、志波姫地区の田２筆 ６９９㎡、 

番号１８３番は、志波姫地区の田１０筆 ２２，５６６㎡、 

番号１８４番は、志波姫地区の田４筆 ８，１６７㎡、 

番号１８５番は、志波姫地区の田１２筆 １７，６３５㎡、 

番号１８６番は、志波姫地区の田２筆 ４，０９０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の１７案件、 

番号１８７番は、志波姫地区の田２筆 ３，２３０㎡、畑１筆 １１９㎡、合計 ３，

３４９㎡、新規及び更新の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号１８８番は、志波姫地区の田１筆 １，１４３㎡、 

番号１８９番は、志波姫地区の田１筆 ４３３㎡、 

番号１９０番は、志波姫地区の田６筆 ９，５００㎡、 

番号１９１番は、志波姫地区の田１筆 ９９０㎡、 

番号１９２番は、志波姫地区の田４筆 ７，７３２㎡、 

番号１９３番は、志波姫地区の田９筆 １０，００１㎡、 

番号１９４番は、志波姫地区の田６筆 ９，７０６㎡、 

番号１９５番は、志波姫地区の田６筆 ７，９４８㎡、 

番号１９６番は、志波姫地区の田１２筆 ２１，４５４㎡、 

番号１９７番は、志波姫地区の田１３筆 ２７，３３１㎡、 

番号１９８番は、志波姫地区の田１７筆 １１，３３８㎡、畑２筆 １，０８５㎡、合

計 １２，４２３㎡、 

番号１９９番は、志波姫地区の田１筆 ３，１５６㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の１２案件、 

以上、７６案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 
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  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号２００番から２０５番までの６案件、番号２１２番から２２７番ま

での１６案件、番号２３９番から２４７番までの９案件、番号２４９番から２６３番まで

の１５案件、番号２６５番から２７３番までの９案件、併せて５５案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号２００番は、栗駒地区の田１筆 １２５㎡、所有権移転売買である旨の１

案件、 

番号２０１番は、栗駒地区の田２筆 ４，１８７㎡、 

番号２０２番は、栗駒地区の田４筆 ４，４４９㎡、 

番号２０３番は、栗駒地区の田６筆 １４，９１８㎡、 

番号２０４番は、栗駒地区の田３筆 ４，１４６㎡、 

番号２０５番は、栗駒地区の田５筆 ７，６１６㎡、 

番号２１２番は、栗駒地区の田３筆 ５，５４５㎡、 

番号２１３番は、栗駒地区の田５７筆 １４，７１８㎡、 

番号２１４番は、栗駒地区の田１筆 ８２４㎡、 

番号２１５番は、栗駒地区の田１筆 ３，３８４㎡、 

番号２１６番は、栗駒地区の田１筆 ７６６㎡、 

番号２１７番は、栗駒地区の田１筆 ９８１㎡、 

番号２１８番は、栗駒地区の田１筆 ４，７５５㎡、 

番号２１９番は、栗駒地区の田１筆 ４，３７８㎡、 

番号２２０番は、栗駒地区の田１筆 ３，８９９㎡、 

番号２２１番は、栗駒地区の田１筆 ４，３３８㎡、 

番号２２２番は、栗駒地区の田１筆 ３，０４０㎡、 

番号２２３番は、栗駒地区の田２５筆 ２３，５３８㎡、 

番号２２４番は、栗駒地区の田１筆 ３，５３１㎡、 

番号２２５番は、栗駒地区の田１筆 ２，１３７㎡、 

番号２２６番は、栗駒地区の田８筆 ７，６７８㎡、 

番号２２７番は、栗駒地区の田３筆 １９，０５３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の２１案件、 

番号２３９番は、栗駒地区の田２筆 １，８９２㎡、 

番号２４０番は、栗駒地区の田４筆 ２，１９６㎡、 

番号２４１番は、栗駒地区の田６筆 ２，７１６㎡、 



 33 

番号２４２番は、栗駒地区の田１筆 ３，０４０㎡、 

番号２４３番は、栗駒地区の田１２筆 １４，３５２㎡、 

番号２４４番は、栗駒地区の田３筆 １７，０８０㎡、 

番号２４５番は、栗駒地区の田１４筆 ２１，４３３㎡、畑１筆 ４４３㎡、合計 ２ 

１，８７６㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の７案件、 

番号２４６番は、鶯沢地区の田２筆 ７，４１０㎡、 

番号２４７番は、鶯沢地区の田５筆 ６，５１９㎡、 

番号２４９番は、鶯沢地区の田８筆 １２，０６１㎡、 

番号２５０番は、鶯沢地区の田１２筆 １５，９８１㎡、 

番号２５１番は、鶯沢地区の田１筆 ３７２㎡、 

番号２５２番は、鶯沢地区の田８筆 ６，１９４㎡、 

番号２５３番は、鶯沢地区の田２筆 ５６７㎡、 

番号２５４番は、鶯沢地区の田１筆 １０７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である

旨の８案件、 

番号２５５番は、鶯沢地区の田１２筆 ７，０５０㎡、 

番号２５６番は、鶯沢地区の田９筆 １０，０５２㎡、いずれも、新規及び更新の賃貸

借権設定である旨の２案件、 

番号２５７番は、鶯沢地区の田４筆 ３，６２８㎡、 

番号２５８番は、鶯沢地区の田８筆 ８，６５３㎡、 

番号２５９番は、鶯沢地区の田３筆 ７，６１２㎡、 

番号２６０番は、鶯沢地区の田６筆 １１，４８９㎡、 

番号２６１番は、鶯沢地区の田１筆 ２，３３７㎡、 

番号２６２番は、鶯沢地区の田２筆 １，０６３㎡、 

番号２６３番は、鶯沢地区の田４筆 １，８１６㎡、 

番号２６５番は、鶯沢地区の田６筆 ５，４３４㎡、 

番号２６６番は、鶯沢地区の田９筆 ８，５８４㎡、 

番号２６７番は、鶯沢地区の田４筆 １１，１２６㎡、 

番号２６８番は、鶯沢地区の田６筆 ２，１０８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の１１案件、 

番号２６９番は、鶯沢地区の田１筆 ６２７㎡、 

番号２７０番は、鶯沢地区の田１筆 ８７７㎡、いずれも、更新の使用貸借権設定であ

る旨の２案件、 

番号２７１番は、鶯沢地区の田１７筆 １４，５７３㎡、 

番号２７２番は、鶯沢地区の田７筆 ５，６５１㎡、いずれも、農地中間管理事業によ 

る新規の賃貸借権設定である旨の２案件、 

番号２７３番は、花山地区の田８筆 ５，６００㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１

案件、 
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以上、５５案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から７８番までの７

８案件、番号８０番から１５１番までの７２案件、番号１５５番から１５７番までの３案

件、番号１６０番から２０５番までの４６案件、番号２１２番から２２７番までの１６案

件、番号２３９番から２４７番までの９案件、番号２４９番から２６３番までの１５案

件、番号２６５番から２７３番までの９案件、併せて２４８案件は、原案を可とすること

にご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から７８

番までの７８案件、番号８０番から１５１番までの７２案件、番号１５５番から１５７番

までの３案件、番号１６０番から２０５番までの４６案件、番号２１２番から２２７番ま

での１６案件、番号２３９番から２４７番までの９案件、番号２４９番から２６３番まで

の１５案件、番号２６５番から２７３番までの９案件、併せて２４８案件は、原案を可と

することに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 

議長（会長） 

日程第１３、議案第６号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 初めに、第１区の番号１番から３番までの３案件を審議します。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 利用権を設定する者は、全て農地中間管理機構となります。 
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第１区の番号１番は、農用地利用集積計画の番号１８番関連案件で、築館地区の田１４

筆 ２２，８２５㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号２番は、同計画の番号１９番関連案件で、築館地区の田１筆 ４２５㎡、農地中間

管理事業による新規の使用貸借権設定である旨の１案件、 

番号３番は、同計画の番号８０番関連案件で、一迫地区の田８筆 １２，５７３㎡、農

地中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

以上、３案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号４番及び５番の２案件を審議します。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号４番は、農用地利用集積計画の番号１４５番関連案件で、若柳地区の田１

７筆 １７，９０７㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号５番は、同計画の番号１６７番関連案件で、金成地区の田１０筆 １８，６３７㎡、

畑１筆 １，８２３㎡、合計 ２０，４６０㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借権

設定である旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号６番及び７番の２案件を審議します。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第３区の番号６番は、農用地利用集積計画の番号２７１番関連案件で、鶯沢地区の田１

７筆 １４，５７３㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号７番は、同計画の番号２７２番関連案件で、鶯沢地区の田７筆 ５，６５１㎡、農

地中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第６号、農用地利用配分計画についての、番号１番から７番までの７案

件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。  

 

   ―「異議なし」― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１３、議案第６号 農用地利用配分計画についての、番号１番から７番

までの７案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 

議長 

 日程第１４、議案第７号 非農地証明願について、を議題とします。 

初めに、第１区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 １０４㎡、願出地は、先代である父が昭和５

０年ごろに、隣接地の会社から駐車場として利用したい旨の要望に応じて、駐車場として

利用し、現在に至っているものであり、雑種地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

番号２番は、一迫地区の畑１筆 ２４０㎡、願出地は、先代である父が昭和５４年ごろ
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に植林を行い、現在に至っているものであり、山林への地目変更を願い出た旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

氏家 優一 推進委員 

 議案第７号 非農地証明願について、現地を確認してきました。 

番号１番は、昭和５０年頃から駐車場として利用しているもので、東側には国道４号、

北側には市道となっていることから、周辺に与える影響はないものと見てまいりました。 

番号２番は、昭和５４年頃に植林をしたもので、現地を見ますと山林化しており、農地

への復元は難しいものと、また、周辺は畑でありましたので、周辺に与える影響はないも

のと見てまいりました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号３番から５番までの３案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号３番は、若柳地区の畑３筆 １，８２７㎡、願出地は、先代である父が昭

和６０年ごろまで葉タバコを栽培していたが、労力不足等により葉タバコ栽培を断念し、

その後、杉及び檜を植林し、現在に至っているものであり、山林への地目変更を願い出た

旨の１案件、 

番号４番は、若柳地区の畑１筆 ４４㎡、願出地は、先代である父が昭和４９年５月に

居宅を新築したときから、宅道の一部として利用し、現在に至っているものであり、宅地

への地目変更を願い出た旨の１案件、 

番号５番は、若柳地区の畑１筆 ９３２㎡、願出地は、先代である父が昭和５５年６月
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に居宅を増築した際に、庭木を植え宅地として利用し、現在に至っているものであり、宅

地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

以上、３案件を説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、佐々木 剛 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 剛 推進委員 

 議案第７号 非農地証明願について、 

番号３番は、人も入れないほどに山林化しており、農地への復元は難しいものと、 

番号４番は、現在、新しい家屋を建築する予定で、測量した結果、通路の一部が畑であ

ったことが判明したもので、農地への復元は難しいものと、 

番号５番は、町屋敷に囲まれ、今は誰も住んでおりませんでしたが、庭木が植林されて

おり、農地への復元は難しいものと、 

以上のとおり、現地確認してまいりましたので、ご審議の程、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号６番及び７番の２案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号６番は、栗駒地区の田１筆 ２，５７２㎡、願出地は、平成３年１１月に

取得した土地であるが、取得した当初から荒廃しており、取得後、耕作を試みたが条件が

悪く耕作不能となり、現在に至っているものであり、山林への地目変更を願い出た旨の１

案件、 

番号７番は、栗駒地区の田８筆 ９，５１１㎡、畑１筆 ４４５㎡、合計 ９，９５６

㎡、願出地は、耕作条件が悪いことから平成９年に耕作をやめ、その後、山林化してしま
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い、現在に至っているものであり、山林への地目変更を願い出た旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、佐藤 憲一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 憲一 推進委員 

 議案第７号 非農地証明願について、去る２月２１日に現地調査を実施してきました。 

番号６番、７番は、もう既に山林化しており、参考資料の航空写真でもわかるように、

現地に到着するにも困難な場所でありました。このことから、農地への復元は難しいと見

てまいりましたので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第７号、非農地証明願についての、番号１番から７番までの７案件は、

原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

      

―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１４、議案第７号 非農地証明願についての、番号１番から７番までの

７案件は、原案のとおり、承認することに決しました。 
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議長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

これで、令和２年 第１回 栗原市農業委員会 総会を閉会いたします。 

ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ３時３３分 閉会 ＞ 

 

 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 
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